
助成対象経費の2/3 ※最大100万円

設計・施工技術向上支援事業

住宅の脱炭素化に向けての

設計・施工技術向上に向けた

取組を東京都が支援します！

公益財団法人東京都環境公社
（東京都地球温暖化防止活動推進センター）



お問合せ先

都内に本店又は支店を有し、中小規模特定建築物等を供給した実績を有する建物供給
事業者のうち、中小企業者等に該当する者

助成対象者

第2回募集：令和6年4月1日から令和6年12月27日まで
※予算超過の際は超過日をもって申請受付を終了します。

申請受付期間

助成対象事業

自社又は提携他社と連携した取組による義務基準等又は誘導基準等※を上回る中小規
模特定建築物等の設計及び施工に係る技術向上に資する取組
※建築物環境報告書制度で求める各種基準等を指します。

（例）
⑴ 太陽光発電設備メーカー各社が発行する認定施工ID、その他の資格取得
⑵ 太陽光パネル設置住宅の構造計算（または住宅の品質確保の促進等に関する法律
に基づく性能表示計算）、省エネ計算の試行実施

⑶ 東京ゼロエミ住宅認証、住宅性能表示、環境性能表示等の試行的な取得
⑷ 提携他社及び他の建物供給事業者等と合同で開催する勉強会の実施
⑸ 住宅の取得を希望する者に対して対面（またはオンライン）で実施する、住宅
環境性能に関するセミナー、自社が建築した環境性能の高い住宅の構造見学会・
完成見学会の開催

⑹ その他、設計・施工技術の向上に資する取組として公社が認めるもの

詳細HP
クールネット　設計施工

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/gizyutu-kouzyou

設計・施工技術向上支援事業助成事業

助成金額等

＜助成金額＞
助成対象経費に3分の2を乗じて得た額
※助成期間が12か月までの場合、上限100万円

＜助成対象経費＞
•外注・委託費
•研修等参加・実施費
•専門家指導費
•賃借費

＜助成期間＞
•助成金の交付が決定された日が属する月を起点とし、月を単位として上限は24か月
•助成期間の末日は令和7年3月31日以前とし、助成金の交付が決定された日より前に
要した経費は助成対象外

公益財団法人 東京都環境公社
東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）
建築物環境報告書制度推進事業担当
〒163-0817　東京都新宿区西新宿2-4-1　新宿NSビル17階　　TEL　03-5990-5269


